
【「個人情報のお取扱いについて」新旧対比表】 

新（赤文字部分が変更箇所） 旧（赤文字部分が変更箇所） 

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、～ 

（略） 

1. 利用目的について 

（略） 

（3）特定個人情報等の利用目的 

ア. 金融商品取引に関する法定書類作成事務のため 

イ. 生命保険契約等に関する法定書類作成事務のため 

ウ. 損害保険契約等に関する法定書類作成事務のため 

エ. 信託取引に関する法定書類作成事務のため 

オ. 金地金等取引に関する法定書類作成事務のため 

カ. 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため 

キ. 国外送金等取引に関する法定書類作成事務のため 

ク. 法令に基づき作成する支払調書の作成事務のため 

ケ. 預貯金口座付番に関する事務のため 

コ. 公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務

のため 

サ. 災害時及び相続時における預貯金口座の情報提供

に関する事務のため 

シ. 本人特定事項及び個人番号の正確性の確保に関す

る事務のため 

ス. その他ア.からシ.までに関連する事務のため 

 

 

以上 

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、～ 

（略） 

1. 利用目的について 

（略） 

（3）特定個人情報等の利用目的 

ア. 金融商品取引に関する法定書類作成事務のため 

イ. 生命保険契約等に関する法定書類作成事務のため 

ウ. 損害保険契約等に関する法定書類作成事務のため 

エ. 信託取引に関する法定書類作成事務のため 

オ. 金地金等取引に関する法定書類作成事務のため 

カ. 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため 

キ. 国外送金等取引に関する法定書類作成事務のため 

ク. 法令に基づき作成する支払調書の作成事務のため 

ケ. 預貯金口座付番に関する事務のため 

コ. 災害時及び相続時における預貯金口座の情報提供

に関する事務のため 

サ. 本人特定事項及び個人番号の正確性の確保に関す

る事務のため 

シ. その他ア.からサ.までに関連する事務のため 

 

 

 

 

以上 

 


